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保育所における一時保育の経験からの提言 

 

第１６回社会保障審議会 

少子化対策特別部会 資料３ 

平成２０年１０月２９日 自営の夫の仕事を手伝う人など様々である。「就労支援のための保育」ということも、あ

まり一律に考えない方がよい。 

９ パートタイム利用者も含めた形に保育所制度を再編成してはどうかという考え方もあ

バオバブ保育園ちいさな家 遠山洋一 

（平成２０年１０月２９日）  

 陳述要旨 

１ 現在保育所で行われている「一時保育」は、「中間的な保育ニーズ」に応えるものとし

て大きな可能性を持っている しかし その可能性の大きさが行政や保育関係者に理解さ

ろうが、私はごちゃ混ぜにしない方がよいと思う。「定型保育」を安定して運営できる

保育所の基盤があった上で、このような形の「一時保育」が安定して実施できるのだと

思う。保育の面では、両者はほどよい触れ合いを持てている。 

10 当保育所の場合、ホールを利用して、週に４日、１０時半～１５時半、随時親子で利

用できる「親子サロン」（０～２歳児対象）も開設しており、賑わっている。「親子サ
て大きな可能性を持っている。しかし、その可能性の大きさが行政や保育関係者に理解さ

れているとは言い難い。 

２ 統計上の一時保育実施箇所数の約半数は「数名を通常保育クラスに一時的に受け入れる」

方式のものと考えられるが、私が大きな可能性を持つと考えるのは「専用の保育室と専任

の保育スタッフを備え、一日１０名ていどを保育する」方式の「一時保育」である。以下、

ロン」、「一時保育」、「定型保育」の３点セットがうまく機能している。 

11 「一時保育」がこのような場として機能している半面、短時間利用など気軽な預け場

所としてはあまり機能していないのは事実で、そのような不満もあると思う。そのよう

なニーズに対しては別の種類の「一時預かり」の場を用意する必要がある。「ひろば」

に付設するなど日頃から馴染んでいる場所であるのが望ましい
そのタイプを想定して述べる。 

３ 「一時保育」の中心となっているのは「非定型保育」（隔週に１日～毎週３日といった

ペースで継続して保育するもの）で、そこに「緊急一時保育」（親の病気等で短期間の保

育が必要なもの）が加わっている。 

４ 「非定型保育」が中心であることにより、それなりのまとまりと落ち着きを持った保育

に付設するなど日頃から馴染んでいる場所であるのが望ましい。

12 ３点セットで仕事をしていると、在宅子育て家庭が抱えている悩みや問題の大きさが

よく分かる。親だけでなく、子ども（０～２歳児）も、子どもどうしの触れ合いがあり、

ゆったり遊べる楽しい保育の場が必要である。 

13 少子化対策という視点からすると、もっと「ひろば」や「一時保育」のような在宅子

の場ができていて、子どもも楽しみにして来るようになる。そういう中には「緊急一時的」

に来る子も溶け込みやすい。保護者どうしのつながりも生まれ、親としての学びもある。 

５ 「非定型保育」を利用する理由は、就労からリフレッシュまで幅が広い。リフレッシュ

も幅が広く、１，２歳児と赤ちゃんを育てている人にとっての必要性などよく分かる。近

年は育児疲れの親が市の健康センターなどから利用を勧められて来るケースも少なくな

育て家庭支援に力を入れる必要があると思う。（待機児童対策との関係で、現状は少し

バランスを欠いている印象をもつ。） 

14 今の経済状況から、子どもを預けて働きに出たい母親は増えている。しかし、小さい

うちは自分の手で育てたいと思っている母親は多く、しかし家に閉じこもりたくはなく、

割り切れていない母親が多い。そういう母親が「一時保育」を経験して、保育の場が子年は育児疲れの親が市の健康センターなどから利用を勧められて来るケースも少なくな

い。１，２歳児が友だちと触れ合うことのできる保育の場としての意味もあり、親の期待

も一部はそこにもあるように思われる。 

６ このような「一時保育」は、１，２歳児を中心に１日１０－１５人を想定した３０㎡て

いどの部屋と３人ていどの保育スタッフを用意することで、３０－５０人のニーズに応え

割り切れていない母親が多い。そういう母親が 時保育」を経験して、保育の場が子

どもにとってもむしろプラスであることを知り、仕事と子育ての両立の道に踏み出して

行くことも少なくない。一時保育を手がけて、これまでのように all or nothing ではない

生き方を保障できる「中間的な保育ニーズ」に応える場の重要性を肌で感じている。 

 

参考資料ることができ、施設の効率性は高い。また、保育所の中で実施することで調理、看護、相

談、事務など保育所が持つ機能や施設設備を活用している。独立施設でやればもっとコス

トがかかる。 

７ 利用方式は、一定の制度の下での利用者と保育所の直接契約である。「一時保育」の場

合は、その方が即応力があり実際的である。ただし、受け入れ容量を超える利用希望に応

参考資料 

 

○ 一時保育制度をめぐる経緯 

・平成２年 国の補助事業として創設。 

・補助金は、定額制からスタートしたが、出来高払い制に移るなど変遷している。 合は、そ 方が即応力があり実際的である。ただし、受け入れ容量を超える利用希望に応

えきれずお断りする苦労は絶えない。 

８ 就労による利用者の中には、いわゆる待機児童もいる。しかし、週に３日利用し２日は

祖母にみてもらうような人から、自宅就労なので成り立っている人、忙しい時期だけ 

・東京都では、平成８年にバオバブ保育園を含む４園で開始したのが最初。 

・平成１５年、国では「特定保育」（週３日ていどまで保育に欠けると市町村が認定した

児童を対象に必要な日時保育する事業）の制度が出来た。一時保育利用者の中にはこれ 
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に該当する子もいるが、二つの制度を区別して実施することは煩雑なので「一時保育」の

中で受け入れている所が多いと思われる。 

・平成１９年度全国統計は「一時保育」7,213 カ所、「特定保育」927 カ所 

児童福祉法が改正され「 時預かり事業」が法定化されると 「 時保育」も「 時預

 

○ 多摩市における一時保育利用実績（年間のべ利用児童数） 

 

  平成１５ 平成１６ 平成１７ 平成１８ 平成１９ 

バオバブ保育園 日 1 667 2 032 2 494 2 593 2 297・児童福祉法が改正され「一時預かり事業」が法定化されると、「一時保育」も「一時預

かり事業」の中に包括されるものと思われる。（「一時預かり」という名称には疑問。）

・ 

○ バオバブ保育園ちいさな家における一時保育の現状 

・登録児数（１０月１日現在）  ５０名 

バオバブ保育園

 

一日   1,667   2,032   2,494   2,593   2,297  

 半日    263    420    148    155    295 

バオバブ保育園

ちいさな家 

 一日    1,610    2,220    1,833    2,183    1,999 

 半日    286    164    165    171     84 

Ａ園  一日    1,241    1,252    1,922    1,511    1,626 
   週１日以上定期的に利用  ３９名 

   不定期に利用       １１名（週に２～３回利用する人も含まれる） 

・登録児の年齢構成 

   ０歳児５名、１歳児２８名、２歳児１７名、３歳以上児０ 

（註）３歳以上児や月齢の大きい２歳児は 近くのバオバブ保育園に紹介している。

  半日    300    348     95     45     37 

Ｂ園 

 

 一日     818    1,138    1,633    1,294    1,424 

 半日     392     263      85     213     114 

Ｃ園  一日   1,211   2,558   2,944   2,517   2,469 

半日 830 1 043 85 88 74   （註）３歳以上児や月齢の大きい２歳児は、近くのバオバブ保育園に紹介している。

・利用の理由（申し込み時点での） 

  ・就労                      ２１名 

  ・通院（出産を含む）        １８名 

  ・生涯学習                    ２名 

半日    830   1,043     85     88     74 

Ｄ園 

 

 一日       2,122    1,999 

 半日         58      84 

合計 

 

 一日    6,547    9,200   10,826   12,220   13,629 

 半日   2,071   2,338    578    730    752 
  ・兄姉の行事等                ２名 

  ・就職活動                    １名 

  ・リフレッシュ                ６名 

   計                        ５０名 

・利用頻度（定期的利用者） 

 

（註）多摩市には公立２、私立１６の認可保育所があるが、うち６カ所で専用保育室をも

った一時保育を実施しており実施率は高いと思われる。 

 

○ 「親子サロンびーだま」の状況（平成１９年４～１２月の実績）

  ・週１回                    ２３名 

    ・週２回                      ５名 

    ・週３回                    １０名 

    ・週４回                      １名 

計 ３９名

○ 「親子サロンび だま」の状況（平成１９年４～１２月の実績）

・新規登録者数          ２７０名 

・のべ利用人数（子ども）   ３，０３５名 

  のべ利用人数（おとな）    ２，８９１名 

・開設日数                        １４３日 

      計                        ３９名 

・平成２０年３月に登録されていた一時保育児童の４月以降の状況 

  ・幼稚園に入園       １６名 

  ・保育所に入所                ４名 

  ・認証保育所に入所            １名 

・一日平均利用人数（子ども）    ２１名 

（註）「親子サロンびーだま」は無料。スタッフ２名を配置し、その人件費は年間１７１

万円。補助金は受けず保育所会計の中での独自事業として実施している。補助金を受けて

いないので、市の統計にも国の統計にも載らない。 

  ・その他の理由で継続せず      ２名 

  ・一時保育継続              ２１名 

   計                        ４８名 
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 福井県・すみずみ子育てサポート事業の概要
 
 
 
 
 

 
○ すべての子育て家庭が、身近な地域において気軽に（家庭的雰囲気の中で）子どもの預かりなど子育てへの支援を求

めることができる環境づくり

事 業 の 趣 旨         

 
 
 
 

めることができる環境づくり 

○ パートタイム労働や保護者の通院、学校行事参加の場合など、既存の子育て支援サービスでは補うことのできない保

育ニーズへの柔軟な対応   

 
 
 
 
 

 
 １ 対象事由        

保護者の通院、冠婚葬祭、子どもの学校行事、残業など、一時的に子育てのサポートが必要となる場合 

事 業 内 容 

 
 
 
 

 ２ 事業主体       

市町（ＮＰＯ法人、シルバー人材センター、社会福祉協議会等に委託可） 

３ サポート内容 
 
 
 

 ３ サポート内容 

 ①一時預かり（施設型、派遣型）  ②保育所などへの送迎  ③家事援助（食事づくり、掃除、買い物など） 

 ４ 利用対象者       

小学校就学前および小学校低学年（１～３年生）の子どもがいる子育て家庭   小学校就学前および小学校低学年（１～３年生）の子どもがいる子育て家庭

 ５ 補助基準額       

 ・利用料金７００円／時間（標準利用料）のうち、半額３５０円／時間 （負担割合：県１／２、市町１／２） 
※ただし 第３子以降３歳未満児の利用は７００円／時間を補助（「ふくい３人っ子応援プロジェクト」）  ※ただし、第３子以降３歳未満児の利用は７００円／時間を補助（「ふくい３人っ子応援プロジェクト」）

・保険料４００円／人（年額） （負担割合：県１０／１０） 
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すみずみ子育てサポート事業の仕組み

 
 
 
   

委託契約（１時間７００円） 

 
 
 
 
 

 
 

県 
 

市町村 
 
 

 
ＮＰＯ法人、シルバー人材センター、 

社会福祉協議会、地域団体等 
補 助 

③登録者連絡 

⑦利用実績報告 

 
 
 
 ⑧委託料支払（１時間３５０円） 

 
 
 
 
 ⑥利用料支払④利用申込

⑤サービス 

提供

 
 
 
 

（１時間３５０円） 

利

②利用者登録 
 
 
 
 
 

子育て家庭 

①登録申請（年間） 
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すみずみ子育てサポート事業の背景 
－子育てを取り巻く環境の変化－ 

 
 
 
 

子育てを取り巻く環境の変化

○ 福井県の３世代同居世帯割合は全国で２番目に高いものの減少傾向にあり、家庭の子育て機能が低下 

⇒ 地域における子育て支援機能の拡充  

○保育所でのサービスでは十分応えることのできない、保育ニーズの高まり
 
 
 
 

○ 保育所でのサ ビスでは十分応えることのできない、保育 ズの高まり

⇒ きめ細かな保育サービスの拡充 

 
 
 

・ 普段は在宅で子育てしているが週１・２回の仕事や、土・日の仕事のとき 

・ １時間程度の歯医者への通院や、入学式など上の子どもの学校行事があるとき  
 
 
 
 

 ・ 夏休みなど小学校低学年の子ども１人では留守番ができないとき 

○ 福 井 県 の 総 人 口 お よ び 世 帯 類 型 別 世 帯 数 の 推 移
（ 世 帯 ） （ 人 ）

8 2 1 5 8 9 
 
 
 

1 4 7 3 8 1 6 , 1 1 1 1 7 , 4 8 1 1 8 , 9 6 7
3 3 , 2 8 1 3 9 , 6 7 8

4 7 , 6 2 6
5 4 , 1 0 4 5 9 , 6 1 8

1 3 8 4 5
2 0 0 , 0 0 0

2 5 0 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

8 0 0 , 0 0 0

8 2 0 , 0 0 0

8 4 0 , 0 0 0

2 2 2 , 9 7 5 2 3 2 , 8 4 8

2 4 6 , 1 3 2 2 5 8 , 3 2 8
2 6 7 , 3 8 5

1 4 . 9 %

6 2 %

8 1 7 , 6 3 3
8 2 3 , 5 8 5

8 2 6 , 9 9 6 8 2 8 , 9 4 4

8 2 1 , 5 8 9

7 . 1 %

2 2 . 3 %

 
 
 
 
 

1 1 0 7 3 1 1 1 4 8 2 0 1 2 1 5 3 6 1 3 1 , 0 1 9 1 3 9 , 0 0 0

6 5 , 1 1 8 6 3 , 6 1 2 6 0 , 8 5 9 5 5 , 7 2 4 4 9 , 8 0 0

1 4 , 7 3 8 ,
1 3 , 8 4 5

1 0 0 , 0 0 0

1 5 0 , 0 0 0

7 4 0 , 0 0 0

7 6 0 , 0 0 0

7 8 0 , 0 0 0
6 . 2 %

2 9 . 2 %

1 8 . 6 %

 
 
 
 

1 1 0 , 7 3 1 1 1 4 , 8 2 0 1 2 1 , 5 3 6 ,

0

5 0 , 0 0 0

S 6 0 H 2 H 7 H 1 2 H 1 7

7 0 0 , 0 0 0

7 2 0 , 0 0 0

核 家 族 世 帯 三 世 代 同 居 世 帯 そ の 他 世 帯 単 独 世 帯 総 人 口

4 9 . 7 %
5 2 . 0 %

※ 三 世 代 同 居 世 帯 は 、 「 夫 婦 、 子 ど も と 両 親 か ら 成 る 世 帯 」 「 夫 婦 、 子 ど も と ひ と り 親 か
ら 成 る 世 帯 」 「 夫 婦 、 子 ど も と 他 の 親 族 か ら 成 る 世 帯 」 「 夫 婦 、 子 ど も 、 親 と 他 の 親 族 か
ら 成 る 世 帯 」 の 合 計
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すみずみ子育てサポート事業の利用状況 
【実施団体内訳】 ＮＰＯ法人９、シルバー人材センター７、 

相互扶助団体４ 生活協同組合５ 社会福祉協議会２ 他 
 
 
 

 
年  度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

実 施 箇 所 延べ２２か所（９市１町） 延べ２９か所（９市３町） 延べ３３か所（９市３町） 

利 用 者 数 延べ２３，００７人 延べ２８，６２７人 延べ４４，５４０人

相互扶助団体４、生活協同組合５、社会福祉協議会２、他 

 
 
 
 
 

利 用 者 数 延 ， 延 ， 延 ，

１ ８ 年 度 比 ― １．２４倍 １．９４倍 

利 用 時 間 延べ８２，８７０時間 延べ１０７，８７８時間 延べ１８２，４７０時間 

１ ８ 年 度 比 ― １．３０倍 ２．２０倍 

○利用児童の年齢別構成 ○サ ビス利用の理由 
 
 
 
 

○利用児童の年齢別構成 

8歳
1.3%

7歳
2.3% 9歳

0.2%

6歳
3.5%

5歳
3.8%

○サービス利用の理由

就職活動

0.9%

行事参加

0.7%

看護

4.4%

疾病

4.6%

・冠婚葬祭、リフレッシュ（習

事等） 等 
 
 
 0歳

24.3%

4歳
5.0%

その他

13.3%

%
い事等） 等

 
 
 
 
 

3歳
10.1%

 
 
 
 

2歳
17.5%

1歳
31.9%

仕事

76.1%

・週２回程度のパート勤務 

・美容師など土・日勤務 
 

 ※福井市、敦賀市、小浜市の利用児童の内訳（平成２０年度） 

 
※小浜市「わくわくくらぶ」延べ利用者４３５人の内訳（平成２１年８月） 

美容師など土 日勤務 
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 すみずみ子育てサポート事業拡充の要因 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

育児疲れ解消や仕事のためなど、一時的に子育てへの手助けが必要となる場合、 

気軽に利用できる一時預かりニーズに対応  

 
利用料補助（標準利用料：１時間３５０円）により、サービス利用に伴う経済的負担を軽減し、 

利用機会を拡大 

ＮＰＯ法人やシルバー人材センターなど地域における多様な担い手の参画により、 

身近な生活圏でのサービス基盤を整備  

保育所 ビ 仕組 す 育 家庭を対象 ズ 対応○保育所でのサービスとは別の仕組みとして、すべての子育て家庭を対象に、そのニーズに対応
 
○地域の子育て支援機能の活用を図り、身近なところで利用しやすい、低額のサービスを提供  
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子育てひろば「あい・ぽーと」資料 
 

特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション

 
 
 

資料１．施設内一時保育利用案内 

資料２ 施設内一時保育利用理由資料２．施設内 時保育利用理由 

資料３．施設内一時保育利用時間の推移 

資料４ 施設内 時保育利用者数の推移資料４．施設内一時保育利用者数の推移

資料５．施設内一時保育を利用された感想 

資料６．施設外一時保育利用概要 

資料７．施設外一時保育 両会員数の推移及び活動実績 
（紹介・成立件数累計）            （紹介・成立件数累計）

 

    資料８．子育て・家族支援者養成について 
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◆利用当日の流れ 

＜いらしたとき＞ 

① 会員カードを受付にご提出ください。 

② 利 申込書にお さん 本 体温や様 などを記 くださ

一時保育｢あおば｣利用案内 
 理由に拘わらず、お預かりいたします。 

お子さんと少しの時間離れてのリフレッシュを応援しています。 
 
 
 
 
 
 

② 利用申込書にお子さんの本日の体温や様子などを記入してください。 

③ 名札（シール）をお付けください。 

④ 本日ご利用時間分の保育料をお支払いください。 

⑤ ご記入された利用申込書をお持ちになり、保育室へいらしてください。 

（外遊びが可能な場合は、靴も保育室にお持ちください） 

⑥ 持ち物を、お子さんの名前の付いた専用カゴに移し替えてください。 

※ご利用頂くには「あい・ぽーと会員」の事前登録が必要です。 

◆一時保育利用時間 

月～日曜および祝日  ７：３０～２１：００ 

＊ ご利用は１時間以上３０分単位になります。 

 
 
 
 
 
 

⑦ 保育士へ利用申込書を渡し、お子さんの様子を伝えてください。 

◆利用申込書（ＨＰからダウンロード可）について 

利用申込書は、保護者とスタッフの大切な架け橋です。 

お子さんの日常生活を尊重し、食事時間や睡眠時間などの 

生活リズムを大切にしたいと思いますので、ご記入をお願いします。 

時間に余裕をもっていらしてください。

 

◆対象 

生後 2 ヶ月以上～小学校就学前のお子さん 
 

◆保育料金 

月～土    ９：００～１８：００  一時間   ８００円 

月～土 ７：３０～ ９：００ 一時間 １ ２００円 
 
 
 
 
 

時間に余裕をもっていらしてください。

 

＜お迎えのとき＞ 

① 受付にお寄りになり、会員カードをお受け取りください。 

 

月～土    ７：３０～ ９：００  一時間 １，２００円

月～土   １８：００～２１：００  一時間 １，２００円 

日曜・祝日  ７：３０～２１：００  一時間 １，２００円 

＊ 料金は、ご利用の際に前払いでお預かりいたします。 

 

◆利用予約について ※完全予約制
※その際、予約時間の確認をさせていただきます。 

受付の時計で ６分以上経過している場合は 延長料金をいただ 
 
 
 
 
 

 

 

② 保育室へいらしてください。 

③ 保育士より、お子さんの様子をお伝えし、利用申込書をお返しいたします。 

④ 持ち物や靴をご確認のうえ、お持ち帰りください。 

⑤ 名札のシールはお取りください

◆利用予約について ※完全予約制 

予約受付時間：月～土 ９：００～１７：００（日・祝日除く） 

電話：０３－５７８６－３２５３（予約専用ダイヤル）※ＦＡＸは不可 

 

＊ 会員登録後、電話か受付窓口にて予約をしてください。 

＊ 予約は、利用希望日の 1ヶ月前から可能です。 

受付の時計で、６分以上経過している場合は、延長料金をいただ

きますのでご了承ください。（３０分単位）

 
 
 
 
 
 

⑤ 名札のシールはお取りください。

◆持ち物 

ビニール袋（2～３枚：衣服用、ゴミ類用） 

食事用ぬれたおしぼり（ウェットティッシュ可） 

食事用エプロン・ハンドタオル・着替え・オムツ・おしりふき 

飲み物・弁当・おやつ・ミルク・哺乳瓶

＊ 翌日の予約及び予約時間の延長は前日１２：００までお受けします。 
＊ 恐れ入りますが、日曜は８日前、祝日は１週間前に締め切らせていただきます。 

※キャンセル及び保育時間帯変更・短縮に関して（2009 年 3 月 1 日のご予約から改定）

・利用当日から３日前の 17 時以降のキャンセル→保育料金の１割 

・利用当日から２日前の 17 時以降のキャンセル→保育料の５割 

・利用当日のキャンセル→保育料金の全額 
 
 
 
 
 

飲み物 弁当 おやつ ミルク 哺乳瓶

＊お子さんに合った必要なものをご持参ください。 

＊持ち物には、すべてのものに記名をお願いします。 

 

◆食事について 

各自でご用意ください。短時間の預かりの場合でも、 

 

・利用当日のキャンセル→保育料金の全額 

 

 

 

＊予約時間より早く迎えにいらした場合も、原則として返金致しません。 

例）・月曜日のキャンセル → 前週の木曜日 17:00 以降はキャンセル料が発生 

例）・18：00～21：00（3 時間）の予約を 1５：00～18：00（3 時間）へ時間変更 

→３日前の 17：00 以降のご連絡の場合、３時間分のキャンセル料が発生 

・18：00～21：00（3 時間）の予約を 18：00～20：00（2 時間）へ時間短縮

→３日前の 17：00 以降のご連絡の場合、１時間分のキャンセル料が発生 

 飲み物（お茶など）、お着替え（オムツ）は必ずお持ちください。 

 
＊予約キャンセルが大変多く、利用希望の方が利用出来ない状況が発生していま

す。キャンセルされる場合は、できるだけ早くご連絡ください。 
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 ◆お願いしたいこと 

① ご予約された時間は、お守りください。やむを得ない事情でお預けが遅 ① ご予約された時間は、お守りください。やむを得ない事情でお預けが遅

くなったり、保育時間を延長する場合は、ご予約の時間内に、必ずご連

絡ください。この場合は、別途延長料金を頂きます。 

② 原則として、病児のお預かりや投薬はできません。当日のお子さんの体

調によっては、お預かりをお断りさせていただく場合がありますのでご

了承ください。 

③ インフル ンザなど法定伝染病に感染し 発熱などの症状がなくな た

一時保育「あおば」

利用案内（2009 年 3 月～） 

③ インフルエンザなど法定伝染病に感染し、発熱などの症状がなくなった

後も、回復期にある場合は、一時保育ご利用に際して治癒証明（ＨＰか

らダウンロード可）の提示が必要となります。予めご了承下さい。 

④ 送り迎えは、必ず保護者が付き添い、スタッフにお子さんを引き継いで

ください。保護者以外の方がお迎えのときは、必ずその旨を事前にご連

絡ください。変更のご連絡のない場合は、お子さんをお渡しできません

港区用

絡ください。変更のご連絡のない場合は、お子さんをお渡しできません

のでご了承ください。 

⑤ 子どもが育つ過程では、子ども同士、色々なトラブルが起こりますが、

子どもの成長、発達において大事な意味を持っている場合もあります。

何らかのトラブルが起きた場合には、保育担当者から詳しく状況のご説

明などをさせていただきますので、ご理解下さい。 

 

 

 

 

 

※事前登録について 

＊ 利用当日までに来館して、「あい・ぽーと会員」の登録手続きをお済

ませください。 

＊ 登録受付時間：月～土９：００～１７：００（日・祝日除く） 

＊ 登録時に必要なもの：  

 

 

 

 

録時 要な

・年会費（お一人５００円） 

・乳児医療証等（保護者とお子さんのお名前とご住所が確認でき

るもので、公的機関発行のもの、１つ） 

※０歳児の場合：母子手帳も必要となります。 

みなと子育てサポートハウス事業 

子育てひろば「あい・ぽーと」 

〒１０７－００６２ 

東京都港区南青山２－２５－１ 

℡ ０３－５７８６－３２５０（代） 

【事業の問い合わせ】【事業の問い合わせ】

港区子ども支援部子ども課 子ども家庭支援センター 

℡ ０３－３４３２－８３４１ 
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子育てひろば「あい・ぽーと」 子育 ひろば あ ぽ と」

資料２． 

施設内一時保育利用理由（２００９年９月）施設内一時保育利用理由（２００９年９月）

仕事

39%
あい・ぽーとの

館内

その他

21%

学習・資格取

得等親 介護

リフレッシュ

%

講座利用

6%

得等

4%
冠婚葬祭1%子どもの稽古

親の介護

2%
11%

病気・通院

4%

幼稚園や学校

の行事

9%

子ども 稽古

5%
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子育てひろば「あい・ぽーと」 
資料３． 

時間 施設内一時保育利用時間の推移

25,000

30,000

時間 施設 時保育利用時間 推移

20,000

25,000

10,000

15,000

0

5,000

 
 

15年度（9月から） 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

時間外（休日） 時間外（朝・夜） 月～土（9-18）
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子育てひろば「あい・ぽーと」 
資料４． 

施設内一時保育利用者数の推移

9000

10000

人数

施設内 時保育利用者数の推移

6000

7000

8000

3000

4000

5000

0

1000

2000

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

キャンセル数 利用者数

 
14



子育てひろば「あい・ぽーと」 
資料５． 
 

149

0 25 50 75 100 125 150 175 200

子どもが満足そうな顔をしていて安心した

施設内一時保育を利用された感想

149

87

126

57

子どもが満足そうな顔をしていて安心した

子どもを預ける自信がついた

リフレッシュができた

急用に対応してもらえて助かった

60

172

103

仕事や就職準備での用事に対応してもらえて助かった

子どもの様子を保育連絡ノートやスタッフから知ることができた

子どもの個性や状況に応じたていねいな保育をしてくれた

0

5

3

保育中の発熱など病気への対応が不十分だと感じた

保育内容について説明が足りないと感じた

スタッフの保育に疑問を感じた

22

109

20

利用料金が高い

保育時間や内容からして、保育料金は適切または安いと思う

その他
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子育てひろば「あい・ぽーと」 

資料６ 

 

派遣型一時保育事業利用概要 
 

２００６年４月から港区の新規事業として、あい・ぽーとステーションが「派遣型一時保育」を

実施することになりました。預ける理由を問わずに、宿泊や病後児の保育もお受けする、全国でも

先駆的な子育て支援策として、利用される方々のニーズに寄り添った柔軟な保育を目指しています。 

 

 

 

 

連携 

連絡調整 

利用会員登録 
打ち合わせの報告

港区 

子ども課

医療

機関 
あい・ぽーと子育てサポート事務局 

 

 

 

 

 

支援会員の紹介 

支援活動報告書提出 

利用会員の紹介 

事前打ち合わせ

支援活動 

保育記録用紙・活動報告書記入

支 援 会 員 利 用 会 員 

 

 

 

 

利用の内容：子どもの一時保育（宿泊を含む） 利 用 料 金： 

病後児時保育（宿泊を含む）   
時間帯 一時保育

病後児 

新生児保育

事前打ち合わせ

料金支払い 

 新生児保育 

 育児支援（保育園、 

幼稚園の送迎や一時保育など） 

対 象 年 齢：生後７日以降の乳幼児 

～小学校６年生の子ども 

（※２１年４月から対象を拡大しました ）

時間帯 時保育
・新生児保育

通常 900 円/H 1,000 円/H 

早朝（７時～９時） 

夜間（18 時～21 時） 

日曜・祝日 
1,100 円/H 1,200 円/H 

21：00～24：00 1,600 円/Ｈ 1,700 円/Ｈ 

宿 泊（※２１年４月から対象を拡大しました。）

支 援 会 員：子育て・家族支援者養成講座認定者 

 

 

 

 

宿  泊 

（21 時～翌朝 7 時まで）
5,000 円 10,000 円 

＊24：00以降は、宿泊の有無に関わらず、宿泊料金となります。

＊24：00以降の保育を予約される場合、21：00 以降は宿泊料金

となります。 

子育て・家族支援者とは… 

ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーションが、地

域の子育て力の向上をめざして実施する「子

育て・家族支援者養成講座」で ６５時間の
 
育て・家族支援者養成講座」で、６５時間の

講義・２７時間の実習を受講して、一定の知

識と技能を有していることを「あい・ぽーと

ステーション」が認定した人材です。 
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子育てひろば「あい・ぽーと」 
資料７． 
 

561
583600

700

（人） 施設外一時保育 両会員数の推移及び活動実績（紹介・成立件数累計）

281 293 308 320 333 347 363 382 400 413
436 445 458 471 481

277
299

327 342 360
387

409
432 443

485
528

281 291
315 324 344

378 398
420

300

400

500

30 31 32 45 46 45 45 47 47 45 45
68 68 67 66

248 262 277
299

188 198 207 219 236 250 264 281 291

100

200

300

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

利用会員 281 293 308 320 333 347 363 382 400 413 436 445 458 471 481

支援会員 30 31 32 45 46 45 45 47 47 45 45 68 68 67 66

0

紹介累計 248 262 277 299 327 342 360 387 409 432 443 485 528 561 583

成立累計 188 198 207 219 236 250 264 281 291 315 324 344 378 398 420
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横浜市の一時預かり事業について

○ 横浜市においては、平成２１年度からは、週２・週３の定期利用など、就労による利
用も加えて 補助事業を実施用も加えて、補助事業を実施。

○ 現在は、「子どもミニデイサービスまーぶる」（ＮＰＯ法人）など、合計４法人（ＮＰＯ法
人３法人、社福１法人）において実施。

○ 「子どもミニデイサービスまーぶる」における実施状況は、毎月約３０～４０％程度が○ 子どもミ デイサ ビスま ぶる」における実施状況は、毎月約３０ ４０％程度が
就労を理由に利用している。 （２１年７月 ４２５人中１７０人、 同年８月 ３０４人中１３６人）

【横浜市・補助事業内容】
○定員 １０ １５名○定員 １０～１５名
○対象児童 市内に居住する生後５７日以上で小学校就学前までの児童
○開設日時 週５日（曜日不問）

１０時から１５時までを含む１日６時間（施設の判断により延長可）
○利用料金 １時間 ５００円以下○利用料金 １時間 ５００円以下
○利用制限 児童１人あたり、月８４時間まで（週３日相当）
○設置場所 市内の利便性の高い場所
○実施施設 認可外保育施設

【子どもミニデイサービスまーぶる】
・ 単発利用 ９：００～１５：００ １時間 ５００円

定期 ９：００～１５：００（６時間） ９：００～１３：００（４時間）

日数 週３ 週２ 週３ 週２

３歳以上 ２５，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 １４，５００円

１～２歳 ２８，５００円 ２１，５００円 ２１，５００円 １５，０００円歳 ， 円 ， 円 ， 円 ， 円

０歳 ３０，０００円 ２２，５００円 ２２，５００円 １５，５００円

ＷAKU２保育 ９：３０～１２：４５（３時間） 週１回 ５，５００円/月 週２回 １０，５００円/月
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石川県のマイ保育園登録制度について

○ 石川県においては、地域や家庭の子育て力の低下による、育児負担感、不安感
の高まりを受け、平成１７年１０月より保育所を子育て支援拠点と位置づけ、「マイ保
育園登録制度」を実施。

○ 在宅保育の母親と妊婦が保育所見学や育児体験、保育士への育児相談を通じて、
育児不安の解消を図るとともに、一時保育の利用などを通じて育児負担の軽減を図
り、妊娠期からおおむね３歳未満のすべての子育て家庭の育児支援を行う。

【事業の概要】
○ 対象者○ 対象者

妊娠期から在宅で保育を行っているおおむね３歳未満の親子
○ 実施施設

保育所、事業実施を希望する幼稚園、地域子育て支援拠点で市町が適当と認めた施設
○ 事業の内容○ 事業の内容

・ 母子健康手帳交付時に「マイ保育園登録申請書」を交付。母親は、登録を希望する保育所に登録。
・ マイ保育園における育児体験、育児教室、育児相談
・ 一時保育サービス等

（登録者から出生届が出されたときには 一時保育利用券（半日３回無料券）が交付）（登録者から出生届が出されたときには、 時保育利用券（半日３回無料券）が交付）

【実施状況】
平成２０年度末 金沢市を除く１８市町 ２７０保育園において実施

登録者 ５ ３４８人登録者 ５，３４８人
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